
平成１９年 ９月２７日

１ 施設の概要

２ 指定管理者が行う業務

３ 施設の管理体制

４ 施設の利用状況

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月１２月 １月 ２月 ３月 合計

１８年度 294 545 884 705 592 497 411 549 253 295 429 1,218 6,672

１７年度 340 423 785 553 508 465 559 446 335 355 392 1,122 6,283

増 減 △ 46 122 99 152 84 32 △ 148 103 △ 82 △ 60 37 96 389

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月１２月 １月 ２月 ３月 合計

１８年度 88 143 409 361 201 245 151 147 67 66 85 2,063 4,025

１７年度 100 132 187 365 121 135 164 130 120 100 108 1,928 3,590

増 減 △ 12 11 222 △ 4 80 110 △ 13 17 △ 53 △ 34 △ 23 135 435

設置年月日 昭和５９年１０月 １日

利用料金 別紙のとおり

施設内容

○敷地面積：３，５０６㎡
○建物面積：研修施設 １，１７２㎡

宿泊施設 ５４４㎡
渡り廊下 ５６㎡

○施設内容：研修施設 研修室３、演習室３、農業情報室、会議室、図書室、資料展示室
宿泊施設 洋室１４、和室１（宿泊定員３０名）

○施設設備の保守管理及び修繕
○施設の保安警備、清掃等
○管理施設の利用の許可、施設利用料の徴収等に関する業務
○その他管理施設の管理に必要な業務（管理施設の受付及び案内、備品等の管理等、利用指導又は操作、利
用者へのサービス提供、施設の利用促進）

正職員：３人、臨時職員：１人、非常勤職員：１人 〔 計 ５人 〕

利用者数 (人)

土日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）、お盆（８月１３日～１５日）
（休所日であっても臨時開所できる場合があります）

指 定 管 理 業 務 点 検・評 価 シ ー ト

所在地

連絡先

指定期間鳥取県農業協同組合中央会

農村総合研修所 倉吉市大原宮ノ下６３２－４

午前９時～午後５時

０８５７－２６－７２６６農林水産部農政課

農村指導者等の研修のための利用に供し、もって農業の振興に資する。

施 設 名

施設所管課名

平成１８年４月１日～平成２１年３月３１日指定管理者名

設置目的

利用料金収入
(千円)

管理体制 所長（正職員１）－次長（正職員１）－施設の管理運営（正職員１）
－施設の受付、接客、その他日常管理（臨時職員１）
－緊急時の対応（非常勤１）

開館時間

休館日

委託業務の内容



５ 収支の状況 （単位：円）

※１７年度の県委託料は、研修棟利用料と同額。

６ サービスの向上に向けた取組み

７ 利用者意見への対応

利用者からの積極的な評価

0

464,018

5,125,137

収 支 差 額 0

計

事 業 費

7,789,155

443,992

△ 1,209,282

△ 10,105

△ 1,219,387

△ 775,395

8,564,550

△ 2,683

△ 2,712

△ 775,395

466,730

5,127,820

2,970,000

3,621,452

4,882,658

4,943,098

8,564,550

35,202

408,790

△ 770,000

増 減

1,714,414

2,351,030

１８年度

雑収入

小 計

１７年度

小 計
収入

4,065,444

3,673,376

50,335

支出

事業収入

事業外収入

区 分

研修棟利用料

宿泊棟利用料

人 件 費

管理運営費

1,679,212

1,942,240

60,440

3,723,711

7,789,155

2,200,000

計

農業振興基金助成金

館外に喫煙コーナーを設置し、館内全面禁煙にしました。（平成１８年９月～）

要望があれば休所日にも臨時開所できるようにした。（導入前：閉所日に臨時開所できなかった）

取 組 み 内 容

喫煙室がなく、ロビーで喫煙するので、煙
を吸ってしまう。分煙してほしい。

利用者からの苦情・要望 対 応 状 況

・施設窓口に設置する意見箱
・施設で行う利用者アンケート
・県への「県民の声」による意見受付

・宿泊に係る利用料金：「素泊まり」、「朝食なし」、「夕食なし」など詳細に設定（導入前：１泊２食付
のみ）
・身体障害者等が宿泊棟を利用する場合、減免１／２（導入前：減免なし）

区 分

利用者意見
の把握方法

休所日

利用料金



８ 指定管理者による自己点検

９ 施設所管課による業務点検

Ｂ：おおむね協定書の内容どおり実施されており、適切な管理が行われている。

Ｄ：協定書の内容に対し、不適切な事項が認められ、大いに改善を要する。

○研修所で開催される研修会等の機会とらえて、利用についてＰＲし、利用促進に努めた。
○休所日にも臨時開所することで、利用者の利便を図り、利用者数が増加した。
○宿泊料金を細分化することで、利用者の利便を図り、利用者が増加した。

〔成果のあった取組み・積極的に取り組んだ事項〕

〔利用者サービス〕

○開所時間、休所日、利用料金等

〔現在、苦慮している事項〕〔今後、改善・工夫したい事項・積極的に取り組みたい事項〕

宿泊施設の幅広い活用

○利用指導・操作

○適正管理に必要な利用者への措置命令

○利用料金の徴収、減免

〔その他管理施設の管理に必要な業務〕

○個人情報保護、情報公開

○利用者意見の把握・対応

○利用受付・案内

○附属設備・備品の貸出し

○利用者へのサービス提供・向上策

○施設の利用促進

Ｂ

○利用料収入は前年比１１２％（計画比１３０％）と増加しているが、研
修棟・宿泊棟の利用料収入が増えるよう、さらに対策を検討していただ
きたい。
○支出については、人件費・管理運営費とも減少している。

〔その他〕
○施設内完全分煙

Ｂ ○所長及び受付業務の常勤臨時職員を適正に配置されている。

Ｃ
○施設内完全分煙は協定書の規定事項であり、１８年８月までは、分煙
できていなかった。
○９月からは施設内完全禁煙を実施。

〔収入支出の状況〕

〔職員の配置〕
○組織内に所長を１名配置
○受付業務に常時１名以上配置

総 括 Ｂ
○概ね適正に管理されている。
○利用料収入は前年比、計画比ともに増加している。
○今後も、引続き利用率向上についてより積極的な推進を期待する。

《評価指標》Ａ：協定書の内容について高レベルで実施されており、また、計画を上回る実績があり、
優れた管理運営がなされている。

Ｂ

○開所時間、休所日、利用料金等適正に実施されている。
○休所日でも要望があれば臨時開所できるようにしたり、宿泊料金を細
分化するなど、利用者の利便向上が図られた。
○施設の利用促進については、利用者数が前年比１０６％と増加してい
るが、農業団体等との連携を図りながら、積極的に推進していただきた
い。
○利用者意見の把握・対応については、利用者アンケートの拡充など、
より積極的な取組が期待される。

Ｃ：一部、改善・工夫を要する事項が見られたが、改善済み又は改善される見込みである。

項 目

〔施設設備の維持管理・緊急時の対応等〕

○施設設備の保守管理・修繕

○施設の保安警備、清掃等

○事故の防止措置、緊急時の対応

〔施設の利用の許可、利用料の徴収等〕

○利用の許可
Ｂ

○利用の許可、利用料金の徴収等適正に実施されている。
○利用者への措置命令は事例なし。

Ｂ ○常勤の臨時職員により適正に実施されている。

評 価 点 検 結 果

Ｂ
○日常清掃、定期清掃、保安警備等適正に実施されている。
○網戸の破れなど、修繕が必要な箇所がある。（改善見込み）



農村総合研修所の利用料金

＜研修室＞ （単位：円）

区分 金額

第１研修室 840

第２研修室 620

第３研修室 620

第１演習室 420

第２演習室 250

第３演習室 380

農業情報室 1,030

会議室 420

減免

身体障害者等が半数以上 １０／１０

身体障害者等が半数未満 １／２

＜宿泊料金＞

１泊 3,000

１泊１食（夕食） 3,800

１泊１食（朝食） 3,200

１泊２食つき 4,000 ←指定管理制度導入前は、この区分のみ

減免

身体障害者等が半数以上 １／２ ←指定管理制度導入後新設


